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─№╡ ⌐≈™≡─  

新たに特別史跡姫路城跡保存活用計画を作成するにあたり、特に専門性の高い姫路

市立動物園のあり方を検討するため、特別史跡姫路城跡保存活用計画検討懇話会（以

下、懇話会という。）の委員２名と動物園に関する専門知識を有する者２名で構成さ

れる特別史跡姫路城跡保存活用計画検討専門部会（以下、専門部会という。）が設置

されました。 

専門部会では、姫路市立動物園に関する現状分析を勘案し、本動物園の存廃等を検

討するとともに、姫路市に必要とされる動物園について、「テーマ・役割・意義」、「立

地」、「動物コレクション」、「規模」、「施設（単独施設・複合施設）」の５項目の諸条

件について意見交換を行いました。 

ここに専門部会での検討結果をとりまとめ、今後の本動物園についての方針決定の

一助となるよう、次のとおり報告します。 

 

 

 

 ─  

(1)    

本動物園は、子供たちに動物を間近で見せたいという市民からの強い要望を受

け、日米講和条約締結を記念し、昭和26年に播磨地方唯一の公立動物園として開

園しました。 

姫路城内に位置していることが最大の特色となっており、入園料は低料金で、

園内には遊戯施設もあり、交通アクセスに優れ、気軽に訪れることのできる姫路

城の周辺施設として人気を博し、年間約40万から50万人が訪れる施設です。 

 

 

(2)    

本動物園の事業内容としては、動物の餌やり、獣舎清掃等の飼育業務に加え、

動物園に求められる「レクリエーション」、「教育」、「自然保護」、「調査・研究」

の４つの役割に応じた多彩な事業を展開しています。 

レクリエーション事業として、来園者に楽しんでもらうため年間を通じ動物に

関するイベントを毎月開催している他、姫路城にまつわる鷹匠文化を継承する鷹

匠プロジェクト等も実施しています。 

現在、動物サポーターに約 700名余りの方が登録しており、年間約９万人が「ふ

れあい広場」を利用しています。 

教育活動については、年間約 500校園の保育園、幼稚園、小学校が遠足や校外

学習に来園しているとともに、土日祝日に行われる動物ガイドや小学生を対象と

したサマー・ウィンタースクール、体験学習、実習生の受け入れ等を行っていま

す。 

また、自然保護として、傷病に罹患した野生動物の保護や種の保全に取り組み、

希少種の人工繁殖等について大学等の研究機関と共同研究を行っている他、調

査・研究活動として、飼育動物の生態や動物の健康管理方法の調査研究を全国の

動物園・水族館、研究機関等と連携して実施する等、飼育環境の改善に努めてい

ます。 

 ─  
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(3)   ⌐⅔↑╢ ⌐ ≠ↄ  

本動物園敷地を含む姫路城の周辺約 108ヘクタールは、文化財保護法による特

別史跡に指定されています。特別史跡の指定区域では、その現状を変更し、又は

その保存に影響を及ぼす行為（以下、「現状変更等」という。）をしようとすると

きは、文化庁長官の許可を受けなければならないとされています。 

本動物園での現状変更等については、平成２３年策定の『特別史跡姫路城跡整

備基本計画』（以下、「整備基本計画」という。）で、取扱基準が定められています。  

このため、獣舎の老朽化への対応策は、安全性を担保するための維持補修の範

囲に留まり、基礎工事を伴う建替や大規模改修等は困難な状況です。 

 
■現状変更等の取扱基準（平成 23年 3月策定） 

○ 既存施設の機能維持が困難となる時期を見据え、特別史跡の指定区域外への移転または撤

去等について検討する。 

○ 整備は原則として行わない。ただし、来園者等への安全確保のため、緊急避難的に行う改

修については、本質的価値を構成する諸要素への影響が相当軽微なものとなるよう規模、意

匠、色調、材質などについて特段の配慮を行う場合は、別途判断する。 

 

(4)   ─ ┘ ⌐ ∆╢  

整備基本計画では、「動物園の移転等については平成３２年度（令和２年度）ま

では、将来における移転を前提に動物園の運営及び管理に運営に関する方針を定

め、現行どおり運営を継続する」とされています。 

 
■運営及び管理に関する方針（平成 23年 11月策定） 

○ 飼育動物は将来における移転を見据えた選定を行う。 

○ 遊戯具は、利用状況と耐用年数及び安全性を勘案し、縮小に努める。 

○ 動物とのふれあい等による体験学習機会、種の保存などの調査研究機能の充実に努める。 

 

 ╩ ╡ ↄ ─  

1 ⌐ ⇔√  

動物園において、動物福祉に対応した飼育環境の充実が求められています。 

これは、動物の生態環境を再現するため、植物や土、水等に注目し、動物福祉

を重視した飼育環境の実現を通じて、自然との共生を目指すものです。 

動物が心地よいと感じる本来の生息場所に近い環境をつくるため、ランドスケ

ープを活用した飼育環境の整備や動物の幸福な暮らしを実現させる方策（環境エ

ンリッチメント）への取り組み等、動物の行動量を増やし繁殖活動を活発化させ

ることが必要とされています。 

姫路市立動物園では、動物が精神的・肉体的に健康で幸福に暮らしていけるよ

うに、植栽、隠れ家、空調設備の設置等の飼育環境の充実を図るとともに、動物

のストレスを軽減させるため、遊具の導入や給餌の工夫、健康管理のためのトレ

ーニング等を行い動物福祉の充実に努めています。 

今後とも、動物福祉に対応した展示方法を見直す等、更なる飼育環境の充実が

求められています。 
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2 ─ ⌐≈™≡ 

動物園の意義の一つとして希少種の保全があります。動物園で行われている

希少種の保全活動の一つとして、コウノトリやトキの二の舞いにならないよう

に日本固有の在来種等を繁殖させ、研究や普及啓発等の活動を行い、さらには

この生息域外で繁殖させた個体を将来的には野生に戻す活動が挙げられます。 

自然環境破壊が進むなか、動物園では、これまで長年にわたり蓄積してきた

飼育技術を活かし、大学等の研究機関や全国の動物園・水族館のネットワーク

のもと希少動物の繁殖や研究等に取り組んでいます。生物多様性への貢献は、

近年改正された種の保存法においても動物園の重要な使命と明言されています。 

本動物園が、これまで希少種の保全活動として、大学等の研究機関や全国の

動物園・水族館と連携して行ってきた鳥類の人工受精・人工ふ化育雛や希少種

の繁殖・研究等は高く評価されており、今後も継続していくことが望まれてい

ます。 

 

 

3 ─ ⌐≈™≡ 

近年、動物本来の生態や行動を間近で見て、面白いと感じる人が増えていま

す。動物園の敷地面積の規模に関わらず動物の見せ方が、とても大切になって

います。 

従来の動物園のように、単に動物を分類しゾウやキリンのような大型動物を

中心とした多種多様な珍しい動物を見せる動物園ではなく、動物の動きや生態

等をよりわかりやすく伝えることによって、来園者を感動させ、より魅力的な

動物の見せ方を考えた展示手法が求められています。 

 

 

4 ─  

日本の主だった動物園・水族館が加盟する公益社団法人日本動物園水族館協

会（以下、「ＪＡＺＡ」という。）は、令和 3年（2021年）までに飼育動物の福

祉に寄与する適正飼育施設ガイドラインを作成する予定となっています。 

また、令和 5年（2023年）までに世界動物園水族館協会（以下、「ＷＡＺＡ」

という。）は、ＷＡＺＡ会員の飼育動物福祉状況をチェックし、その結果を受け

て、ＪＡＺＡは、翌令和 6年（2024年）から動物福祉の観点に沿った動物舎の

飼育面積や構造、適切な給餌、獣医師・飼育員数等の事項についてチェックリ

ストを作成し、ＪＡＺＡに加盟しているすべての動物園・水族館について、数

年かけて順次チェックする予定です。 

今後、動物園が新たに獣舎等を整備する場合は、これらガイドラインや福祉

チェックに沿った整備や動物福祉の充実に努める必要があります。 

このガイドラインから外れた状態を放置すれば、国内外の批判を受たり、動

物輸入や貸し借り等の動物収集計画に支障をきたすことに繋がります。 
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 ─№╡ ⌐≈™≡─  

  

 姫路市立動物園のあり方について、専門部会で検討した結果、次のとおり報告し

ます。 

 

 ─ ⌐≈™≡ 3⅛╠ 11  

姫路市立動物園は、現状分析のとおり、播磨地方唯一の公立動物園として市民

の憩いの場、未就学児童等の貴重な受け皿として社会教育面から大きな役割を果

たしているとともに、希少動物の繁殖等において多大な功績があり、種の保全や

傷病に罹患した野生鳥獣の保護活動にも貢献しています。 

一方、特別史跡姫路城跡地内に位置するため、現状変更等を伴う施設の建替や

大規模改修等に厳しい法令上の制限があります。このため動物舎等の改修も維持

補修の範囲内で実施しており、施設の老朽化対策や動物福祉への対応が大きな課

題となっています。また、これまでも史跡の真実性確保の観点からも、移転方針

が示されています。 

専門部会としては、上記の姫路市立動物園の現状分析やこれまで果たしてきた

役割・意義、動物福祉への対応等を総合的に検討した結果、本動物園は姫路市に

とって必要な施設であると考え、特別史跡姫路城跡の指定区域から移転させ存続

することが適当であると判断します。 

そこで、適切な移転地の選定を行うとともに、施設のあり方を検討し、新たな

動物園を整備することを提案します。 

 

 

■単独施設・複合施設を想定したメリット・デメリット 

施設 メリット デメリット 

単独施設 

（郊外型） 

・広い敷地面積を確保できる 

・現在飼育している動物をそのまま移 

転できる 

・将来的に動物園の施設配置等、自由 

度がある 

・動物に関する研修会等の開催 

・豊かな自然環境の中に立地すること 

  ができる 

・交通アクセス 

・集客力低下の可能性 

・姫路セントラルパーク  

 との地理的関係や役割等

のすみ分け 

・移転先周辺のインフラ 

整備 

・駐車場の整備 

単独施設 

（都市型） 

・交通アクセス 

・集客力の確保 
・動物種、飼育頭数の選定 

・現在の飼育している動物 

の整理 

・敷地面積が狭い 

・集客力低下の可能性 

・駐車場の整備 

・臭い、鳴き声等への対策 
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複合施設 

（自然科学系の施

設、子供関連施設、

文化施設等の併設） 

・市内の他施設との相乗効果により 

  集客力への期待 

・併設する施設との連携効果 

・教育効果への期待や相互補完 

・動物種、飼育頭数の選定 

・現在の飼育している動物 

の整理 

・敷地面積が狭い 

・複合施設との棲み分け 

・駐車場の整備 

・臭い、鳴き声等への対策 

 

 

 ─ ⌐≈™≡  

本動物園移転後の整備活用については、整備基本計画で「内堀及び御作事所出

丸の復元」に向けた調査研究が計画されています。 

本動物園は、長年にわたり市民から愛され姫路城の休憩機能を有する施設とし

ての役割を担ってきました。 

専門部会としては、特別史跡姫路城跡保存活用計画の作成に当たり、これまで

動物園が果たしてきた役割を十分考慮し、移転後の整備活用について検討するこ

とを提案します。 

 

 

 ─   ≡™≈⌐ꜟכꜙ☺◔☻

本動物園の移転については、今後、姫路市が本動物園の方針を定めた後、移転

地を決定し、新動物園の規模、動物コレクション選定、財源等について検討を行

い具体的な移転スケジュールを定め事業を実施していくことになります。 

このため現時点では、移転スケジュールを検討することは難しいと思いますが、

専門部会としては、現在作成している特別史跡姫路城跡保存活用計画の整備期間

内である令和11年度を目途に本動物園の移転地を選定し、新たな動物園の整備を

行い、特別史跡姫路城跡の指定区域からの移転を検討されたいことを提案します。 

 

 

■専門部会が提案するスケジュール案 

事業内容 整備目標年次 

移転地の選定 令和４年度 

整備計画の策定 令和６年度 

旧動物園の閉園 令和10年度 

新動物園の開園 令和11年度以降 
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 ─ ⅛╠─ ⌂ ה  

 

専門部会の各委員からいただいた主な意見・提案について、姫路市立動物園のあり

方の参考とするため、次のとおり報告します。 

 

 ─ ⌐ ∆╢ ה  

 

（1）  敷地面積は３万㎡程度と小規模であるが年間 50万人の来園者があり、この

規模の動物園としては国内でも有数で、姫路城内に位置することが最大の特

色となっている。 

 

（2）  播磨地域唯一の公立動物園で、姫路市民だけでなく播磨地域から来園され

る方が多く、廃止すると神戸から広島間の地域が公立動物園の空白地域とな

る。 

 

（3）  近年、キリンやゾウがいなくても動物の見せ方で来園者を惹きつける動物

園が増えている。動物園の面積が広くても狭くても何をみせるのかが大切で

ある。 

 

（4）  テーマは何か、そのために必要な動物は何か、どのような飼育環境を整え

るのかを考える必要がある。 

 

（5）  動物が関与する文化的価値が失われていくなか、姫路城にまつわる鷹匠文

化を継承し、お城の中の動物園として新たな役割を創出している。 

 

（6）  自動車利用で来園する方が最も多いが、姫路駅から徒歩圏内にありアクセ

スが良く姫路駅周辺の活性化にも繋がっている。入園料が安く子供から大人

まで幅広い年代層が楽しめる施設である。 

 

（7）  レトロで手作り感があり非常に和む雰囲気がある。ローテクでほのぼのと

した魅力があり、もっと魅力を発信できたら良いと感じた。 

 

（8）  姫路城とセットで来園していると思っていたが、本動物園自体に集客力が

あり、姫路城ではなく本動物園を目的に来園している人も多い。駅周辺の飲

食店等へも立ち寄ったりしており、駅周辺の活性化にも貢献している。 

 

（9）  動物種として相当な種類を飼育しており入園者数も多い。敷地面積だけで

小規模な動物園であると考えてはいけない。希少種の保全活動にも実績があ

り移転するなら、この技術を日本の動物園全体のためにも継続してほしい。 

 

（10）  未就学児童の受入れ施設となっており、教育活動の場としては最適である。 
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（11）  親・子・孫３世代で来園している。市民の思い出の場所、市民がふるさと

を感じる場所として支持されているともに、姫路城の休息機能を持った施設

である。 

  

（12）  現地での建替・大規模改修が可能であれば一番良いと思うが、文化財への

影響から地中を掘ることができない。植栽も触ることができず、建物の基礎

部分からの改修もできないのであれば移転はやむをえない。 

 

（13）  動物の移転を考えるなら短期間で一気に対応した方が効率的であると思う。 

 

（14）  姫子というゾウに関しては、高齢かつ長年にわたる飼育により飼育環境に

馴化しているうえ、飼育員との社会的な信頼関係を築いていることから、動

物福祉的にも他施設に移動すべきではないが、社会的な関係のある飼育員と

ともに新設施設に移動することは可能である。 

 

 ⌐ ≤↕╣╢ ⌐ ∆╢ ⌂ ה  

 

（1）  単に動物を見せるだけの展示は現在の動物園運営の流れにそぐわない。「魅

せる動物園づくり」が重要で、そのためにはテーマが大切である。 

北米大陸、アマゾンのような地理的な特徴なのか、熱帯雨林のような気候

的特徴をテーマとするのか、テーマに合わせてランドスケープを活用し、生

息環境を整えることが必要である。動物園づくりをどのような考え方で行う

のか、とても大切な事である。 

 

（2）  テーマは教育でよいと思う。姫路市内に郊外型の動物園があることを考え

ると小規模で、水族館や植物園等の施設との複合施設といった方向が妥当で

ある。 

 

（3）  姫路市立水族館では、播磨という地域の特色を活かした展示を行っている。 

教育的な見地から、この地域の自然環境や野生動物等について伝えることは

大きな役割の１つである。 

 

（4）  動物園内を歩いていると気軽に飼育員が声をかけてくれる。園内各所に手

作りの看板や子供向けの動物グッズがあったりして、とても居心地のよい雰

囲気で非常に親近感が持てる。ぜひこうした雰囲気は維持して欲しい。 

 

（5）  姫路市にとって動物園は、大規模で料金が高い施設でなく、園児や児童が

飼育員からいろいろなことを学べ、気軽に遠足等で訪れる場所であることが

大切である。園児や児童が来園することを考えると、公共交通機関を使って

徒歩の範囲内で行ける交通アクセスのよい場所を選定することが重要である。 



  

8 

 

（6）  新たな動物園を単独施設として整備するか、他の施設と一緒にした複合施

設として整備するかについて結論はだせないが、動物園に行ったら、水族館

や植物園、科学館も近くにあるというのは大きな特色になると思う。 

 

（7）  子供が小さいときに料金も安くアクセスも良く何度も行ったが、やはり改

善が必要と感じる。現在、非常に便利な場所にあるので、姫路市立動物園を

存続させるなら都市部で交通アクセスの良い場所が適当である。 

 

（8）   園児や児童が遠足等で訪れやすい公共交通機関で行ける立地が望ましい。 

 

（9）  立地としては交通アクセスに優れた都市部が望ましいが、都市近郊であっ

ても問題はない。自然科学系の施設との複合施設となると規模も大きくなり

郊外型の施設になると思う。 

 

（10）  動物園が移転し存続するなら動物コレクションは非常に重要な点である。 

テーマに合わせた動物を選定しランドスケープを整え、今後、ＪＡＺＡが

作成する適正飼育施設ガイドラインに沿った整備をお願いしたい。 

また、長年にわたりゾウの飼育に取り組んでいる。ゾウは、姫路市にとっ

て特別な存在であると思う。飼育できるならゾウの飼育も検討してほしい。 

 

（11）  現在の姫路市立動物園で飼育している動物の種類や頭数、種の保全活動等

を継続して行うことを考えると、規模は中規模で 10ヘクタール程度の敷地は

確保してほしい。 

 

（12）  施設を評価する場合は、一般的に入園者数で施設の評価をしてしまう傾向

があるが、教育活動であるとか、イベントであるとか、希少種の保全活動で

あるとか多方面から数値化して評価することが大切である。 

動物園の機能として最も重要な活動が評価されていないのが現状である。 

 

（13）  動物園は環境教育の場でもあり、海洋汚染やプラスティックごみの問題等、

動物園の役割に国連が定める SDGs（持続可能な開発目標）に対する取り組

みを取り入れてもおもしろいと思う。 

 

（14）  未就学児童が来園する施設が城周辺から移転する。その機能の補完を考え

なくてはいけない。内堀及び御作事所出丸の復元だけでは、未就学前の子供

たちの行き場がなくなる。本動物園の移転後の整備活用について、これまで

本動物園が果たしてきた機能をどう補完するかを検討しないといけない。 
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1 ⌐≈™≡ 

 

 

 １ 設 置 

特別史跡姫路城跡保存活用計画検討専門部会（以下「専門部会」という。）は、

特別史跡姫路城跡の保存活用計画策定に際し、特に専門性の高い動物園のあり方

を検討するため設置された。 

 

２ 構 成 

特別史跡姫路城跡保存活用計画検討懇話会の委員２名と、動物園に関する専門

知識を有する委員２名の４名で構成し、座長、副座長を選任した。 

 

３ 開催状況 

令和元年１２月から令和２年８月にかけて計３回開催した。 

 

 

開催日 内   容 

令和元年 12月２日 

第１回 専門部会 

１ 開会 

２  配布資料の確認 

３ 出席者の紹介 

４ 座長の指名等 

５ 専門部会の進め方 

６ 姫路市立動物園の現状 

７ 動物園の移転等について 

８ 閉会 

令和２年１月 13日 

第２回 専門部会 

１ 開会 

２ 第１回専門部会の報告 

３ 配布資料の確認 

４ 本日の日程説明 

５ 配布資料説明 

６ 姫路市立動物園の存続について 

７ 閉会 

令和２年８月１日 

第３回 専門部会 

１ 開会 

２ 配布資料の確認 

３ 本日の日程説明 

４ 配布資料説明 

５ 姫路市立動物園のあり方についての報告書（案） 

６ 閉会 
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４ 特別史跡姫路城跡保存活用計画検討専門部会名簿 

 
                      （敬称略 50音順） 

 氏 名 肩書き等 

 

座 長 

 

 

村 上 裕 道 

 

京都橘大学教授 

 

副座長 

 

佐 藤 哲 也 

 

公益社団法人日本動物園水族館協会 

生物多様性委員会委員長 

 

委 員 

 

 

楠 田 哲 士 

 

 

岐阜大学准教授 

 

 

委 員 

 

 

藤 本 真 里 

 

 

兵庫県立大学准教授 

兵庫県立人と自然の博物館主任研究員 
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１ 目的 

特別史跡姫路城跡保存活用計画検討専門部会（以下「専門部会」という。）は

、特別史跡姫路城跡保存活用計画検討懇話会（以下「懇話会」という。）で調査

及び検討する事項のうち、特に専門的見地を要する事項について、調査及び検

討を行うために開催する。 

 

２ 検討事項 

  動物園のあり方検討に関する事項及び付随するその他必要な事項について調

査及び検討を行う。 

  

３ 組織等 

 ⑴ 専門部会は、次に掲げる者のうちから市長が指名した者４名で構成する。 

① 懇話会の委員 

② 動物園に関する専門的知識を有する者 

⑵ 特別の事項の調査及び検討に必要があるときは、市長は別に委員を指名す

ることができる。 

 ⑶ 専門部会にオブザーバーとして文化庁、財務省及び兵庫県教育委員会の職

員を参加させることができる。 

 

４ 運営 

 ⑴ 専門部会に座長を置き、市長が指名する。 

 ⑵ 座長は、専門部会の会務を総理する。 

 ⑶ 座長に事故あるときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理す

る。 

 ⑷ 専門部会の会議は、市長が招集する。 

 ⑸ 座長は、専門部会での検討に必要があると認めるときは、関係者に出席を

求め、その意見を聴くことができる。 

 

５ 報告 

  座長は、専門部会の意見等を懇話会に報告する。 

 

６ その他 

 ⑴ 専門部会の庶務は、姫路城総合管理室において処理する。 

 ⑵ この要領に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、座長

が専門部会に諮って定める。 
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 ─                  

 
１ 昭和 44年 特別史跡姫路城跡整備管理方針 

（姫路市、文化庁、大蔵省（現財務省）、兵庫県との４者による協定） 

「最小限度の現状変更に止める。」 

 
２ 昭和 61年 特別史跡姫路城跡整備基本構想の策定 

「動物園の移転を図る。」 

 

◆動物園移転事業 

城閣庭園整備事業を進めるに当たって是非とも行わなければ事業である。 

本事業は史跡地外に移転すべきとするも諸般の事情から史跡地内への移転を図り、10年程度を目

途に外部移転を図る。新しい時代に即応した施設整備と立地条件、市民ニーズに適合した動物公園

整備を目指す。 

 

３ 平成 20年 特別史跡姫路城跡整備基本構想の改定 

「動物園は、真実性(ｵｰｾﾝﾃｨｼﾃｨ)の確保のため移転する。」 

 

※特別史跡姫路城跡のゾーニングを行い動物園の位置する内曲輪は「往時の姿を保ち続ける城

郭」とし近世城郭を基調とし、「城郭」の姿の保存・復元を図るとされた。 

 

◆内壕の復元 

内壕については、大正時代末期から昭和時代初期に埋め立てられたと推測される区域については

復元を前提とした調査を進める。このため、内壕を埋め立てた区域に立地する動物園については真

実性(ｵｰｾﾝﾃｨｼﾃｨ)の確保のため移転する。 

◆復元する御作事所出丸の活用 

内壕の復元により整備される御作事所出丸では、城郭の保存修理技術の伝承を図るとともに姫路 

城をはじめとする城郭建築への理解を深めるための学習の場として検討する。 

 

４ 平成 22年 姫路市立動物園のあり方検討会報告書 

「動物園は移転して存続する」 

 

５  平成 23年 特別史跡姫路城跡整備基本計画の策定 

「整備対象期間（平成 23～32年度）までは現行通り運営を継続するが、 

運営管理方針を策定し、平成 32年度を目途に移転等について検討する。」 

 

◆動物園の運営 

本基本計画における整備対象期間（平成 23～平成 32年度）は、現行通り運営を継続するが、将来 

における移転を前提に動物園の運営及び管理に関する方針を策定する。 

なお、本基本計画の整備対象期間の最終年度である平成 32年度を目途に、特別史跡の指定区域か 

ら移転等について、市民サービスの向上及び文化財保護、観光振興の視点に留意し具体的に検討す 

る。 

◆姫路市立動物園の運営管理方針 

①飼育動物は将来における移転を見据えた選定を行う。 

②遊戯具は、利用状況と耐用年数及び安全性を勘案し、縮小に努める。 

③動物とのふれあい等による体験学習機会、種の保存などの調査研究機能の充実に努める。 
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 ─  

 
１ 開園年月日 昭和 26年（1951年）12月 1日 
 
２ 位置・交通状況 

姫路市の中心部にあり、交通アクセスに優れ利便性も高く、姫路城の周辺施設と一体となっ

た集客力の優れた施設である。 
 
３ 面積  30,759㎡ 
 
４ 入場料 大人（高校生以上）    210円（R1.10.1改正） 

小人（5歳～中学 3年生） 30円（S40.4.1改正） 
 
５ 開園 時間 午前 9時～午後 5時（入園は午後 4時 30分まで）再入園可 
 
６ 休園日 12月 29日～1月 1日まで 
 
７ 飼育動物数 

♂ ♀ 性別不明 点 種

哺乳類 80 83 0 163 34

鳥類 70 69 74 213 59

爬虫類 4 7 11 22 9

合計 154 159 85 398 102

（平成31年4月1日現在） 
８ 遊戯施設（民間業者が運営） 

飛行機、汽車、モノレール、ティーカップ、観覧車、アニメランド、バッテリーカー 

魔法の城、ビックリハウス、チェーンタワー、いも虫列車等 

 

９ 直近 5カ年の入園者数推移 

 

 
10 運営及び管理方針 

〇飼育動物は将来における移転を見据えた選定を行う 

〇遊戯具は、利用状況と耐用年数及び安全性を勘案し、縮小に努める 

〇動物とのふれあい等による体験学習機会、種の保存などの調査研究機能の充実に努める 

大人 小人 団体 小計

H26 155,476 39,370 11,977 206,823 280,649 487,472

H27 184,524 42,887 4,451 231,862 527,239 749,101

H28 171,055 37,687 4,767 213,509 428,116 641,625

H29 188,896 42,014 4,649 235,559 275,247 510,806

H30 167,288 36,286 4,043 207,617 189,756 397,373

５カ年平均 173,448 39,649 5,977 219,074 264,700 483,774

(人）

有料 無料 合計

※平成30年度は園路舗装工事のため約2ヵ月間休園した。
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11 事業内容 

動物園に求められる「レクリエーション」「教育」「自然保護」「調査・研究」の 4つの役割に

応じた事業を展開し市民サービスの向上に努めている。 
 
■レクリエーション 

〇イベント 

鯉のぼり掲楊、ヒツジの毛刈り、クイズラリー、ナイト ZOO 

長寿お祝い会、動物愛護フェスティバル、干支の引継ぎ式、動物にプレゼント（大暑、

冬至、節分、ひな祭り）等 

〇鷹匠プロジェクト 姫路城との一体事業  

〇動物園サポーター 年間約 700名（個人、団体、動物） 

〇ふれあい広場   年間約 9万人 
 
■教育関係 

〇学校園受入状況 

（平成31年4月1日現在）
 

○動物ガイド（毎週日曜等） 

〇出前講座等 約 3,100人が受講 

〇その他 

サマースクール、ウィンタースクール、ジュニア姫路検定、体験学習、実習生受入 
 
■自然保護関係 

〇野生鳥獣保護状況 約 100件 

〇種の保存を目的として、岐阜大学や北海道大学等と希少種の人工繁殖等についての共同

研究事業 
 
■調査研究関係 

〇動物の生態研究 〇動物の健康管理 〇飼育技術の取得 〇飼育環境の改善 
 
12 主な課題 

〇施設の老朽化 〇動物福祉の充実 〇動物購入と高齢化 
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 ─ ⌐≈™≡ 

 

平成 23年 3月に策定した特別史跡姫路城跡整備基本計画では、特別史跡姫路城跡を内曲輪、中
曲輪、外曲輪の３区域に分けそれぞれ整備方針を掲げている。 

姫路市立動物園は、内曲輪と中曲輪にかけて位置しており、内曲輪は、「往時の姿を保ち続ける

城郭」とされ、近世城郭の保存を基調とし、「城郭」の姿の保存・復元を図るゾーン、中曲輪は、

「歴史を尊重し、時代とともに生きる城郭」とされ、文化財の保護・顕彰を行いつつ、その価値

を高めるための利活用も図るゾーンとされている。 

 

 

     
        出展：特別史跡姫路城跡整備基本計画（平成 23年 3月策定）からの抜粋 
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             出展：特別史跡姫路城跡整備基本計画（平成 31年 3月策定）からの抜粋 
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 ─ ⌐≈™≡ 
 

◎ 姫路市立動物園の意義 

               出展：姫路市立動物園に関する基礎調査（平成 31年 3月策定）からの抜粋 

 

◎ 来園者アンケート等から見た姫路市立動物園 

 

① 周辺に駐車場が整備され、ＪＲ等交通アクセスも良い手軽に利用できる施設 

 

② 低料金で子供から大人まで幅広い年齢層が楽しめる施設 

 

③ 約７０年の歴史を持ち、世代を超えた市民をはじめ利用者の思い出や愛着のある

施設 

 

④ 緑豊かな憩いの施設 

 

⑤ 図鑑に出てくる動物とのふれあいや生態観察ができるとともに、動物を通じた

様々なイベント等から学びが得られる施設 

 

⑥ 姫路城や駅周辺施設等と一体的利用ができる施設 

               出展：姫路市立動物園に関する基礎調査（平成 31年 3月策定）からの抜粋 

 

 

 

① 生態系、自然環境及びいのちの大切さについて考える教育活動及び生涯学習 

の場 

 

② 動物を通じて楽しみながら家族の絆を深めることができる子育て支援及びレクリ

エーションの場 

 

③ 傷ついた野生動物の保護活動を行う場 

 

④ 希少種の保全のための人工繁殖等の取り組み、動物の生態等大学との共同研究の

場 

 

⑤ 希少種の生息域外保全の場 

 

⑥ 姫路城と一体となった観光・集客施設で中心市街地のにぎわい創出の場 

 

⑦ 鷹匠文化継承の場 

 

⑧ 西播磨地域唯一の公立動物園 

 

⑨ 公園施設として都市の貴重な緑地（桜の名所） 
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 ─ ≤ ╡ ╖ 
 

動物園の４つの役割 姫路市立動物園における取り組み 

レクリエーション 

～命に触れる憩い

の場～ 

 楽しくすごしな

がら「命の大切さ」

や「生きることの

美しさ」を感じ取

るレクリエーショ

ンの場である。 

○ふれあい広場の設置や年

間を通じて数多くのイベン

トを開催する等、来園者が楽

しみながら「命の大切さ」や

「生きることの美しさ」を感

じ取れる様々なレクリエー

ション事業を展開している。 

○子供向け遊戯施設もあり、

市内有数の集客施設である。 

・ふれあい広場 

・年間を通じた多彩なイベ

ント 

・姫 Zooぶろぐ 

・動物園サポーター 

・動物園ボランティア 

・鷹匠プロジェクト 

教育 

～楽しく学ぶ～ 

 本や映像からで

は得ることが出来

ない、生き物の臭

いや鳴き声を実際

に体験して、動物

の生態を理解する

とともに、絶滅の

危機にある野生動

物を取り巻く環境

の悪化について考

えるきっかけを提

供する。 

○動物の飼育体験等を通じ、

動物の生態や命の大切さを

感じてもらう教育活動の一

環として、小学生を対象とし

たサマースクール、ウィンタ

ースクールを開催している。 

○中学生を対象としたトラ

イやるウィーク、高校生を対

象としたインターンシップ、

大学生を対象とした学芸

員・獣医師実習及び市民を対

象とした市政出前講座（動物

教室）等を開催し、学習機会

を提供している。 

・動物ガイド 

・市政出前講座 

・飼育実習（体験学習） 

・動物愛護標語コンクール 

・写生コンクール 

自然保護 

～動物を絶滅させ

ない～ 

 地球上の野生動

物を保護し、絶滅

の危機に瀕してる

動物たちに生息域

の外でも生きてい

ける場を与える。 

また、希少動物の

国際血統登録を行

い、それに基づい

て計画的に繁殖さ

せ、種の保存に努

め、野生復帰を目

指す。 

○国内の動物園・水族館で飼

育されている希少種の保存

のため、繁殖を目的とした動

物貸借を他の動物園・水族館

と協力して実施している。 

○鳥類の人工孵化、人工哺

育、各種動物の繁殖生理の解

明、人工授精などの人工繁殖

に取り組むほか、配偶子（精

子・卵子）の冷凍保存、大学

等の研究機関と協定を締結

し希少種の人工授精技術の

確立に向けた共同研究も行

っている。 

・希少種の保全活動 

・傷病鳥獣の保護 

・野生復帰 

調査・研究 

～動物のことを調

べる～ 

 野生動物の生態

をよく理解し、遺

伝学的・行動学的

研究等を行い、動

物園や水族館で快

適に暮らせるよう

に飼育環境の改善

を図る。 

○飼育動物の生態を理解し

動物園で快適に暮らせるよ

う、大学等の研究機関や全国

の動物園・水族館と情報交換

を行い、健康管理方法の研究

や飼育環境の改善を図って

いる。 

・全国の動物園等との連携 

・飼育技術研修等への参加 

・岐阜大学等との連携 



  

21 

 

 ─ ⌂ 12 25  
 

͋ ἷ  
 

      

 
ⱥӾ  

 ― 
́ ̂  ›ὓ 

̕                

ϯЅϯЋϳ   1   1 42  

ϸН   1   1 36  

ϯЬЮϺзр 1 1   2 4Ƌ14  ̂BL 

ПЕЀУжϼЍ 1     1 13   

ϵЋПϽЫ 1 1   2 28  

ШАϺдϼϽЫ 1     1 19  

͋ ἷ  
       

 
ⱥӾ  

 ― 
́ ̂  ›ὓ 

̕                

ϽжрЕЄЫϳЫ 2     2 7Ƌ13   

жϱϷр 1 1   2 11  ̂BL 

ϷЌзϯ   1   1 21   

ШрЄвϳЅϸ   1   1 17   

ϯϸϸрϹи˔   3   3 8Ƌ9Ƌ11   

БЎУЌ   1   1 17   

ϸСНж 1 4   5 0Ƌ5   

ϸжϸи   1   1 5  BL 

ЄЈрйАЂ˔ОрЍ 1 1   1 6Ƌ10 BL 

ϯТзϸЌГϹЬбЫϯжЄ 1     1 4   

ЂНрЗЯрϺ˔ 1     1 31  

УжАЃϽϵЛр   1   1 12  

̕                

ЍЎдϳ 1 1   2 5Ƌ19   

ЌрЎдϳ 2 1   3 18Ƌ32 ̂BL  

ϷЅкмЄ 1 1   2 32  BL  

ЊϳϿрмЄ 1     1 35   

ЯЯϱкЧзϸр   1   1 24   

̕                

ϾВЮзϼϹЮ 1 1   2    
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͋ ἷ  

 
ⱥӾ  

 ― 
́ ̂  ›ὓ 

̕                

ϼкЄкϵзЫϺϺБКЃи 6 1   7 
20Ƌ21Ƌ

22 
  

мϷϺБКЃи 6 6   12 3~24 ́2̂2 BL 

ТЂϷЫϺЃи 5     5 2Ƌ3Ƌ6 BL 

ШрЖϺБК   2   2 3   

ШрЖЌЙϺ 1     1 6   

ИШрϯЗϽЫ 1 1   2 9   

ЩзРϯзІЃи 7 8   15 0~17   

ЬЗЬЀϯзϼϱ   1   1 6   

ЫЌЀЬБϷРϯиЫЅк 1 1   2 2Ƌ6   

̕              

ứʺ ứʺϺЅʺϱрЀ            200  

̕                

ХРʺϸЮ            20  

        

͋ώϦΚΜ  
       

 
ⱥӾ  

 ― 
́ ̂  ›ὓ 

кН   1   1 28   

бϻ 4 7   11 3~7   

ПБЅ 1 2   3 2Ƌ3Ƌ9   

УЌ 5 4   9 3~14   

ϸϱϳЂϻ 1 2   3 5   

ГрЅϼКЇЬ 30 43   73 0~5   

еБгРМзКЇЬ 3 4   7 2Ƌ3   

        

BL ψ Ϭ ρΰθ סΤϣχּה  
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 ≢ №╢ ─  

姫路市立動物園 姫路セントラルパーク

ＪＲ姫路駅より徒歩5分 ＪＲ姫路駅よりバス30分

姫路市観光交流局 ㈱ジャパンパーク&リゾート

1,907,927㎡

（内動物園620,000㎡）

102種　398点 187種　1202点

哺乳類 34種　163点 83種　  803点

鳥類 59種　213点 56種　  247点

爬虫類他 9種　  22点 48種    152点

397,373人 545,599人

大人：2１0円 大人：3,600円

小人：30円 小人：2,000円

幼児：1,200円(3歳～)

1,000円 大人：16,600円

(動物園サポーター) 小人：12,000円

幼児：6,100円(3歳～)

都市型総合動物園 郊外型のサファリ

姫路城内に位置し利便性が高く低料
金でゾウ、キリン等の大型動物を間

近で見ることができ動物とのふれあ
い体験もできる。

広大な敷地を有しホワイトタイガー
等動物種、飼育頭数も多く、自動車

で回るサファリゾーンやふれあい体
験ゾーンも充実させている。

桜の名所

王子動物園 神戸どうぶつ王国

ＪＲ灘駅より徒歩5分 三宮駅からポートライナーで14分

神戸市建設局 ㈱どうぶつ王国

80,618㎡ 25,000㎡

130種　794点 116種　665点

哺乳類 55種　301点 42種　 295点

鳥類 55種　408点 59種　 326点

爬虫類他 20種   85点 15種 　 44点

1,087,572人 879,510人

大人：1,800円

小人：1,000円

幼児：300円（4・5歳）

大人：6,000円

小人：3,500円

幼児：1,000円（4・5歳）

都市型総合動物園 都市型動物園

主に建物内での鳥類や小動物を中心
に展示。間近で動物にふれあい、ア

ニマルショーが充実させ、ランドス
ケープを重視した展示

平成３１年４月１日現在

面積 30,759㎡

飼育動物

入園者数

所在地 姫路市

動物園名

アクセス

所管

所在地都市人口 531,158人

1,524,422人

大人：600円(高校生以上)

飼育動物

入園者数

所在地都市人口

神戸市

希少種繁殖の取組やゾウ、キリン等
の大型動物や大型ネコ科動物等、動

物種、飼育頭数も多彩で多い。
桜の名所

特色

入園料
令和元年10月1日料金改定後

年間パスポート
令和元年10月1日料金改定後

入園料
令和元年10月1日料金改定後

年間パスポート
令和元年10月1日料金改定後

大人：3,000円

特色

所在地

動物園名

アクセス

所管

面積
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